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１．実施概要 

（１）保安検査実施期間（詳細は別添参照） 

平成２９年５月２９日、６月２日、７日、９日、１３日、１５日及び１６日 

 

（２）保安検査実施者 

美浜原子力規制事務所 

  舘内 政昭 

  渋谷 徹 

  堀江 良徳 

  小野 達也 

  川端 恒大 

 

２．関西電力株式会社美浜発電所１号炉及び２号炉の設備並びに廃止措置概要 

号炉 出 力 運転開始年月等 廃止措置状況等 

１ 

号 

炉 

熱出力： 

1,031ＭＷ 

 

電気出力： 

34.0万 kW 

運転開始： 

昭和 45 年 11 月 28 日 

運転終了： 

平成 29 年 4 月 19 日 

 

（運転停止： 

平成 22 年 11 月 24

日） 

廃止措置中（第１段階：解体準備期間） 

平成29年4月19日～平成33年度（予定）  

（１）核燃料物質の貯蔵 

①新燃料貯蔵設備 

・新燃料      ２８体 

②使用済燃料貯蔵設備 

    ・新燃料      ３２体 

・使用済燃料  ２３１体 

（２）炉心燃料取出完了日 

平成 25 年 2 月 23 日 

 

２ 

号 

炉 

熱出力： 

1,456ＭＷ 

 

電気出力： 

50.0万 kW 

運転開始： 

昭和 47年 7月 25日 

運転終了： 

平成 29年 4月 19日 

 

(運転停止： 

平成 23 年 12 月 8 日） 

廃止措置中（第１段階：解体準備期間） 

平成29年4月19日～平成33年度（予定）  

（１）核燃料物質の貯蔵 

①新燃料貯蔵設備 

・新燃料      ４８体 

②使用済燃料貯蔵設備 

    ・使用済燃料  ５１０体 

（２）炉心燃料取出完了日 

平成 24 年 1 月 12 日 
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３．保安検査内容 

今回の保安検査では、下記に示す検査項目について、立入り、物件検査、関係者への質

問により、保安規定の遵守状況を確認するとともに、日々実施している廃止措置管理状況

の聴取、記録の確認、発電用原子炉施設（以下「原子炉施設」という。）の巡視等について

も保安検査として実施した。 

 

（１）基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目） 

①廃止措置の保安体制に係る遵守状況 

②運転員の確保及び巡視等の実施状況 

③原子炉の運転停止に関する恒久的な措置及び安全貯蔵措置1の実施状況（抜き打ち検査） 

 

（２）追加検査項目 

なし 

 

４．保安検査結果 

（１）総合評価 

今回の保安検査においては、「廃止措置の保安体制に係る遵守状況」、「運転員の確保

及び巡視等の実施状況」及び「原子炉の運転停止に関する恒久的な措置及び安全貯蔵

措置の実施状況（抜き打ち検査）」を検査項目として検査を実施した。 

基本検査の結果、「廃止措置の保安体制に係る遵守状況」については、保安規定第１４

０条の保安に関する組織及び第１４１条の保安に関する職務については、廃止措置に伴い

変更された組織及び職務は、「原子力発電の安全に係る品質保証規程」の品質マネジメン

トシステム体制図及び体系図において、廃止措置主任者及び廃止措置管理業務が追加

され、同規程の品質マネジメントに係る責任と権限において、原子力事業本部及び発電所

の各組織に廃止措置に関する業務等が追加されていることを「原子力発電の安全に係る品

質保証規程」（37 次改正）新旧比較表」等の記録により確認した。 

具体的な廃止措置に関する職務としては、「廃止措置管理通達」に原子力事業本部の

廃止措置計画策定に係る業務並びに廃止措置計画（変更）認可申請及び変更届出に

係る業務が定められていることを確認した。また、廃止措置管理業務としては、「廃止措置

管理通達」及び「廃止措置管理業務要綱」に原子燃料課長等が、原子炉の運転停止に

関する恒久的な措置を実施すること、放射線管理課長が安全貯蔵措置を実施すること、

原子力事業本部の担当チーフマネジャー及び発電所の担当課（室）長が、廃止措置工事

の計画及び実施することについて定められていることを確認した。 

保安規定第１４２条の原子力発電安全委員会については、「安全管理業務要綱」に廃

                                            
1安全貯蔵とは、放射能レベルが比較的高い原子炉領域の解体撤去工事を実施する前に、放射線業務従事者の被ばく線量

を合理的に達成可能な限り低減するため、残存放射能の時間的減衰を図ることをいう。 
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止措置計画の変更等が審議事項に追加され、委員として廃止措置主任者が追加されてい

ることを確認した。保安規定第１４３条の原子力発電安全運営委員会については、「安全管

理業務要綱」に廃止措置管理に関する社内標準の制定および改正等が審議事項に追加さ

れ、運営委員として廃止措置主任者が追加されていることを確認した。また、保安規定変更

後、原子力発電安全運営委員会において、「美浜発電所（１・２号機）電源機能喪失時等

における原子炉施設の保全のための活動に係る対応所達」の一部改正が適切に審議されて

いることを「第852回美浜発電所原子力発電安全運営委員会議事録について」等の記録に

より確認した。 

保安規定第１４４条の廃止措置主任者の選任については、「廃止措置管理通達」及び

「廃止措置管理業務要綱」に所長は、廃止措置主任者を、保安活動を監督するに当たり必

要な知識を有することを所長が認めた者であって、原子炉施設の工事または保守管理、原子

炉の運転、原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価、原子炉に使用する燃料体

の設計または管理に関する業務に通算して３年以上従事した経験を有する者から選任するこ

とが定められていることを確認した。廃止措置主任者は、同要綱に基づき、適切に選任されて

いることを「美浜発電所１,２号炉廃止措置主任者の選任について」等の記録により確認し

た。 

保安規定第１４５条の廃止措置主任者の職務等については、「廃止措置管理通達」及

び「廃止措置管理業務要綱」に保安規定で定められている廃止措置主任者の任務、廃止

措置に従事する者の義務、保安のための意見具申等、記録の確認、方針の確認（所長承

認に先立つ確認）、報告内容等の確認として定められていることを確認した。廃止処置主任

者が、職務として定められた記録の内容確認等を適切に実施していることを「平成２９年度

美浜発電所保安教育実施計画の策定確認（保安規定第２０１条）について」等の記録に

より確認した。 

 

「運転員の確保及び巡視等の実施状況」については、保安規定第１４７条の運転員の確

保については、「美浜発電所 発電業務所則（廃止措置段階）」（以下「発電業務所則（廃

止措置段階）」という。)に要員の確保として定められ、発電室長が、同所則に基づき、原子炉

施設の運転に必要な知識を有する者を確保していることを「発電室勤務表 平成 29 年 6 月

分(改-1)」等の記録により確認した。 

当直の体制は、発電室長が、原子炉施設の運転に当たって、ポジション認定された者の中

から「発電業務所則（廃止措置段階）」に基づき、１直あたり５名以上、その内１名は当直課

長とし、５直以上を編成した上で３交代勤務を行わせていることを１・２号機の中央制御室に

おいて、当直課長及び当直員の勤務状況を確認するとともに、「発電室勤務表 平成 29 年

6 月分(改-1)」等の記録により確認した。 

保安規定第１４８条の巡視については、「発電業務所則（廃止措置段階）」に、当直課長

は定められた巡視方法に基づき、毎日１回以上巡視を実施することが定められ、当直課長

（３号炉担当含む）は、同所則に基づき、毎日１回以上、原子炉施設（アニュラス内、高放射
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線区域・高線量区域又は高汚染区域（以下「高放射線区域等」という。）を除く）を巡視して

いることを「美浜発電所共用設備 巡回点検・重点設備点検表①」等の記録により確認した。 

保安規定第１４９条の廃止措置管理に関する社内標準の作成については、発電室長が、

原子炉施設の廃止措置管理に関する社内標準として、「発電業務所則（廃止措置段階）」

「美浜発電所１号機 運転操作所則（廃止措置段階）」等を作成し、原子力安全運営委員

会の確認を得て、上記の社内標準が制定・改正されていることを「第 850 回 美浜発電所原

子力発電安全運営委員会議事録について」等の記録により確認した。 

保安規定第１５０条の引継については、当直課長（３号炉担当含む）が「発電業務所則

（廃止措置段階）」に基づき、その業務を次直の当直課長（３号炉担当含む）に引継ぎ、施

設運用状況を申し送っていることを「美浜発電所 1･2 号機当直課長引継簿」等の記録によ

り確認した。 

 

「原子炉の運転停止に関する恒久的な措置及び安全貯蔵措置の実施状況（抜き打ち検

査）」については、保安規定第１５１条の原子炉の運転停止に関する恒久的な措置については、

「美浜発電所 原子燃料管理業務所則」（以下「原子燃料管理業務所則」という。）に原子

燃料課長は、１号炉および２号炉の原子炉内に燃料を装荷しない措置として、１号炉および２

号炉の燃料移送管の仕切弁を閉止後、施錠することが定められていることを確認した。また、

「原子燃料管理業務所則」に基づき、１号炉および２号炉の燃料移送管の仕切弁が閉止後

施錠され、鍵が適切に管理されていることを１号炉及び２号炉の原子炉補助建屋並びに原子

燃料課執務室の現場により確認するとともに「工事記録：関西電力㈱美浜発電所１号機燃

料移送管仕切弁ハンドル他修繕工事総括報告書」等の記録により確認した。 

保安規定第１５４条の安全貯蔵措置については、「廃止措置管理業務要綱」に放射線

管理課長が、廃止措置計画に基づく安全貯蔵範囲について、安全貯蔵期間中に講じる措

置として「安全貯蔵範囲を隔離するための安全貯蔵範囲の設定」、「安全貯蔵範囲を識別

するための弁、配管等への標識の取付け及びその管理方法」及び「安全貯蔵範囲内で作業

する場合の隔離の解除及び復旧方法」の内容を定めることが、規定されていることを確認した。

また、「美浜発電所 放射線管理業務所則」に原子炉冷却材系統からの第１弁までを安全

貯蔵の基本的な範囲とすること、安全貯蔵措置範囲の設定、安全貯蔵措置範囲の一時的

な解除、安全貯蔵措置範囲の再設定の手順が定められていることを確認した。 

 

検査の結果、今回検査を行った範囲においては、保安規定違反となる事項は認められな

かった。 

保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、施設の運転管理状況の聴取、

運転記録の確認、原子炉施設の巡視等を行い、特段問題がないことを確認した。 

 

 

（２）検査結果（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目） 
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①廃止措置の保安体制に係る遵守状況 

廃止措置に係る保安規定が平成２９年４月１９日に認可され、翌日から施行されている

ことから、認可された保安規定に基づく保安体制が適切に構築されているか確認する。なお、

今回の検査においては、保安規定第３章の保安管理体制が適切に構築され、保安に関す

る職務等が適切に実施されていることを確認することとし、検査を実施した。 

 

検査の結果、保安規定第３章の保安管理体制のうち、保安規定第１４０条の保安に関

する組織及び第１４１条の保安に関する職務については、廃止措置に伴い変更された組織

及び職務は、「原子力発電の安全に係る品質保証規程」の品質マネジメントシステム体制

図及び体系図において、廃止措置主任者及び廃止措置管理業務が追加され、同規程の

品質マネジメントに係る責任と権限において、原子力事業本部及び発電所の各組織に廃

止措置に関する業務等が追加されていることを「原子力発電の安全に係る品質保証規程」

（37 次改正）新旧比較表」等の記録により確認した。 

具体的な廃止措置に関する職務として、「廃止措置管理通達」に原子力事業本部の廃

止措置技術センター長が、廃止措置計画業務に係る年度計画を策定すること、廃止措置

技術グループチーフマネジャーが、廃止措置計画策定に係る業務を実施すること、廃止措置

計画グループチーフマネジャーが、廃止措置計画（変更）認可申請及び変更届出に係る業

務を実施することが定められていることを確認した。また、廃止措置管理業務として、「廃止

措置管理通達」及び「廃止措置管理業務要綱」に原子燃料課長等が、原子炉の運転停

止に関する恒久的な措置を実施すること、放射線管理課長が安全貯蔵措置を実施するこ

と、原子力事業本部の担当チーフマネジャー及び発電所の担当課（室）長が、廃止措置工

事の計画及び実施することについて定められていることを確認した。また、廃止措置に係る発

電所長が指示する業務として、機械工事Ｇ課長（廃止措置）が廃止措置に係る所内調整

及び推進業務を担当していることを「美浜発電所運営統括長の業務分担見直し、機械工

事Ｇ課長の業務分担見直し、および機械技術ＡＤ不在時の対応見直しについて」等の記

録により確認した。 

保安規定第１４２条の原子力発電安全委員会については、「安全管理業務要綱」に廃

止措置計画の変更等が審議事項に追加され、委員として廃止措置主任者が追加されてい

ることを「安全管理業務要綱 比較表（第433回原子力発電安全委員会付議）」等の記録

により確認した。また、保安規定変更後、原子力発電安全委員会において、「原子力発電

所保修業務要綱」に関する現場資機材保管管理の対象及び廃止措置段階の保全の対象

範囲等に係る記載の適正化が審議されていることを「第４３７回原子力発電安全委員会議

事録」等の記録により確認した。 

保安規定第１４３条の原子力発電安全運営委員会については、「安全管理業務要綱」

に廃止措置管理に関する社内標準の制定および改正等が審議事項に追加され、運営委員

として廃止措置主任者が追加されていることを「安全管理業務要綱 比較表（第433回原子

力発電安全委員会付議）」等の記録により確認した。また、保安規定変更後、原子力発電
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安全運営委員会において、「美浜発電所（１・２号機）電源機能喪失時等における原子炉

施設の保全のための活動に係る対応所達」の一部改正が適切に審議されていることを「第

852回美浜発電所原子力発電安全運営委員会議事録について」等の記録により確認し

た。 

保安規定第１４４条の廃止措置主任者の選任については、「廃止措置管理通達」及び

「廃止措置管理業務要綱」に所長は、廃止措置主任者を、保安活動を監督するに当たり必

要な知識を有することを所長が認めた者であって、原子炉施設の工事または保守管理、原子

炉の運転、原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価、原子炉に使用する燃料体

の設計または管理に関する業務に通算して３年以上従事した経験を有する者から選任するこ

とが定められていることを確認した。また、廃止措置主任者の代行者の選任要件は「廃止措

置管理業務要綱」に廃止措置主任者と同様であることが定められていることを確認した。廃

止措置主任者は、同要綱に基づき、適切に選任されていることを「美浜発電所１,２号炉廃

止措置主任者の選任について」等の記録により確認した。また、代行者についても、同要綱に

基づき、適切に選任されていることを「美浜発電所１,２号炉廃止措置主任者及び代行者の

選任について」等の記録により確認した。 

廃止措置主任者の１号炉および２号炉の兼任、課（室）長以上の職位、代行者の設置、

廃止措置主任者が職務を遂行できない期間が長期にわたる場合、あらためて廃止措置主

任者を選任することについては、「廃止措置管理通達」に定められていることを確認した。 

廃止措置主任者は、同通達に基づき、課長の上位職である１・２号運営統括長が選任

され、代行者は機械工事グループ課長であること、１号炉および２号炉の兼任をしていること

を「美浜発電所１,２号炉廃止措置主任者及び代行者の選任について」等の記録により確認

した。 

保安規定第１４５条の廃止措置主任者の職務等については、「廃止措置管理通達」及

び「廃止措置管理業務要綱」に保安規定で定められている廃止措置主任者の職務として、

廃止措置主任者の任務、廃止措置に従事する者の義務、保安のための意見具申等、記

録の確認、方針の確認（所長承認に先立つ確認）、報告内容等の確認が適切に定められ

ていることを確認した。廃止措置主任者が、所長の承認に先立って確認する「所員への保

安教育」等については、同要綱に基づき適切に実施されていることを「平成２９年度美浜発

電所保安教育実施計画の策定確認（保安規定第２０１条）について」等の記録により確認

した。廃炉措置主任者の記録の内容確認等についても、同要綱に基づき適切に実施され

ていることを「美浜発電所放射性気体廃棄物核種別月間放出量推移表（排気筒別） 1

号機」及び「1 号機チャート（No.1058 箱）」等の記録により確認した。 

また、廃止措置主任者の職務である「原子炉施設の廃止措置に関し保安上必要な場

合の所長へ意見具申」、「原子炉施設の廃止措置に関し保安上必要な場合の廃止措置

に従事する者へ指導・助言」、「廃止措置主任者は、第２０４条第１項（設備運用上の基

準を満足しない場合等）の報告の精査及び必要な指導・助言」は、実績がないことを廃止

措置主任者への聴取により確認した。 
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以上のことから、当該検査項目については、保安規定違反となる事項は認められなかった。 

 

②運転員の確保及び巡視等の実施状況 

廃止措置に係る保安規定の変更が認可されたことから、原子炉施設の廃止措置管理に

関する社内標準が、保安規定第１４９条に基づき適切に制定・改正され、また、運転員の確

保（第１４７条）、巡視（第１４８条）及び引継（第１５０条）等が適切に実施されていることを確

認することとし検査を実施した。 

 

保安規定第１４７条の運転員の確保については、保安規定変更前と同様に、「発電業務

所則（廃止措置段階）」に要員の確保として定められ、発電室長が、同所則に基づき、原子

炉施設の運転に必要な知識を有する者を確保していることを「発電室勤務表 平成 29 年 6

月分(改-1)」及び「平成 28 年度第 1 回発電室ポジション認定審査会の結果報告について：

認定証書」等の記録により確認した。なお、原子炉施設の運転に必要な知識を有する者とし

て、原子炉施設の運転に関する実務の研修を受けた者を補機運転員以上のポジション認定

を受けていることとし、運転員が「運転員教育訓練要綱指針」に基づく発電室ポジション認定

審査会で補機運転員以上の認定を受けていることを「平成 28年度第 1回発電室ポジション

認定審査会の結果報告について」等の記録により確認した。 

当直の体制は、発電室長が、原子炉施設の運転に当たって、ポジション認定された者の中

から「発電業務所則（廃止措置段階）」に基づき、１直あたり５名以上、その内１名は当直課

長とし、５直以上を編成した上で３交代勤務を行わせていることを１・２号機の中央制御室に

おいて、当直課長及び当直員の勤務状況を確認するとともに、「発電室勤務表 平成 29 年

6 月分(改-1)」等の記録により確認した。なお、当直員が連続して２４時間を超える勤務を行

っていないことを「１・２号機 勤務変更者表 平成 29 年 5 月下旬分」等の記録により確認し

た。 

また、当直課長は、照射済燃料移動中における１名以上を常時中央制御室に確保につ

いては、「発電業務所則（廃止措置段階）」に定められ、保安規定変更後、実績がないことを

聴取により確認した。 

保安規定第１４８条の巡視については、「発電業務所則（廃止措置段階）」に、当直課長

は定められた巡視方法に基づき、毎日１回以上巡視を実施することが定められ、当直課長

（３号炉担当含む）は、同所則に基づき、毎日１回以上、原子炉施設（アニュラス内、高放射

線区域等を除く）を巡視していることを「美浜発電所共用設備 巡回点検・重点設備点検表

①」等の記録により確認した。 

発電室長は、アニュラス内、高放射線区域等については、当該区域の措置に伴う立ち入り

制限を考慮して、巡視を行う区域および方法が、アニュラス内巡視は２ヶ月に１回の頻度、高

放射線区域等については、人の立ち入りが困難な場所等に対する間接的な方法(例：圧力

計、水位計の監視・記録採取または監視用テレビ等)をもって、巡視に替えることができること

が「発電業務所則（廃止措置段階）」に定められていることを確認した。当直課長（３号炉担
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当含む）が、同所則に従い、アニュラス内巡視を実施していることを「美浜発電所１・２号機 

巡視点検表（１次系）」等の記録により確認し、高放射線区域等については、1･2 号機廃樹

脂貯蔵タンク圧力・水位計の記録をもって確認していることを「美浜発電所 1･2号機 廃棄物

処理建屋(1 次系) 運転日誌③」等の記録により確認した。 

保安規定第１４９条の廃止措置管理に関する社内標準の作成については、発電室長が、

原子炉施設の廃止措置管理に関する社内標準として、「発電業務所則（廃止措置段階）」

「美浜発電所１号機 運転操作所則（廃止措置段階）」「美浜発電所１号機 警報時操作

所則（廃止措置段階）」「美浜発電所２号機 運転定期点検所則（廃止措置段階）」等を

作成し、原子力安全運営委員会の確認を得て、同社内標準が制定・改正されていることを

「第 850 回 美浜発電所原子力発電安全運営委員会議事録について」等の記録により確

認した。 

保安規定第１５０条の引継については、当直課長（３号炉担当含む）が「発電業務所則

（廃止措置段階）」に基づき、その業務を次直の当直課長（３号炉担当含む）に引継ぎ、施

設運用状況を申し送っていることを「美浜発電所 1･2 号機当直課長引継簿」等の記録によ

り確認した。 

 

以上のことから、当該検査項目については、保安規定違反となる事項は認められなかった。 

 

 

③原子炉の運転停止に関する恒久的な措置及び安全貯蔵措置の実施状況（抜き打ち検査） 

廃止措置に係る保安規定の変更が認可され、新たに追加された原子炉の運転停止に関

する恒久的な措置（第１５１条）及び安全貯蔵措置（第１５４条）が適切に実施されていること

を確認することとし、抜き打ちにより検査を実施した。 

 

検査の結果、保安規定第１５１条の原子炉の運転停止に関する恒久的な措置について

は、「原子燃料管理業務所則」に原子燃料課長は、１号炉および２号炉の原子炉内に燃料

を装荷しない措置として、１号炉および２号炉の燃料移送管の仕切弁を閉止後、施錠するこ

とが定められていることを確認した。また、「原子燃料管理業務所則」に基づき、１号炉および

２号炉の燃料移送管の仕切弁が閉止後施錠され、鍵が適切に管理されていることを１号炉

及び２号炉の原子炉補助建屋並びに原子燃料課執務室の現場により確認するとともに「工

事記録：関西電力㈱美浜発電所１号機燃料移送管仕切弁ハンドル他修繕工事総括報告

書」等の記録により確認した。 

同条第２項の各課（室）長は、燃料以外を移送するために燃料移送管の仕切弁を開閉す

る必要がある場合は、廃止措置主任者の確認を得て、施錠を解除し仕切弁を操作すること

ができることについては「原子燃料管理業務所則」に定められ、実績がないことを「燃料移送

管仕切弁 弁ハンドル鍵授受記録」の記録により確認した。 

同条第３項の燃料を譲り渡す場合については、現在、譲渡し先が決まっていないことを聴
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取により確認した。 

保安規定第１５４条の安全貯蔵措置については、「廃止措置管理業務要綱」に放射線

管理課長が、廃止措置計画に基づく安全貯蔵範囲について、安全貯蔵期間中に講じる措

置として「安全貯蔵範囲を隔離するための安全貯蔵範囲の設定」、「安全貯蔵範囲を識別

するための弁、配管等への標識の取付け及びその管理方法」及び「安全貯蔵範囲内で作業

する場合の隔離の解除及び復旧方法」の内容を定めることが、規定されていることを確認した。

また、「美浜発電所 放射線管理業務所則」に廃止措置計画認可申請書のとおり、原子炉

冷却材系統からの第１弁までを安全貯蔵の基本的な範囲とすること、安全貯蔵措置範囲の

設定手順として、放射線管理課長は、安全貯蔵措置を行う場合、設定範囲（系統範囲）、

隔離対象弁、設定年月日、設定理由、通知先（各課（室）長及び安全衛生協議会等への

周知）等を記載した「安全貯蔵措置範囲設定指定票」を作成し、廃止措置主任者の確認

を得て、「補助札掲示箇所明細書」により発電室長に隔離・ブロー依頼を行うこと、発電室長

は、放射線管理課長からの依頼に基づき隔離・ブローを行い、隔離する弁には、電動弁の場

合、スイッチおよび弁本体に「安全貯蔵隔離」の表示を行い、手動弁の場合、チェーン等によ

り施錠し、「安全貯蔵隔離」の表示を行うこと、放射線管理課長は、廃止措置に係る安全貯

蔵措置期間中における対象範囲に「安全貯蔵措置範囲」の表示を掲示し、「安全貯蔵措

置範囲」が設定された後、各課（室）長および安全衛生協議会等への周知、「安全貯蔵措

置範囲」設定期間中における表示の点検等、安全貯蔵措置範囲の一時的な解除、安全

貯蔵措置範囲の再設定手順が定められていることを確認した。なお、保安規定及び廃止措

置計画書に基づく安全貯蔵措置が、系統除染完了後に実施されることから、系統除染工事

の準備状況について、１号機の原子炉格納容器及び原子炉補助建屋において確認するとと

もに、安全貯蔵措置に係る工程管理（実施時期）、工事計画及び管理並びに系統除染工

事の準備状況について、「発電所業務決定文書：美浜１，２号機廃止措置段階 安全貯

蔵措置の実施時期について」等の記録により確認した。 

 

以上のことから、当該検査項目については、保安規定違反となる事項は認められなかった。 

 

（３）違反事項 

なし 

 

５．特記事項 

なし 
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（別添） 

保安検査日程(1/3) 

月 日 号 炉 ５月２９日(月) ５月３０日(火) ５月３１日(水) ６月１日(木) ６月２日(金) ６月３日(土) ６月４日(日) 

午 前 １，２ ●初回会議 

●検査前会議 

●中央制御室の巡視 

 

 

   ●検査前会議 

◎廃止措置の保安体

制に係る遵守状況 

  

午 後 １，２ ●廃止措置管理状況

の聴取と記録確認 

 

 

 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

   ●廃止措置管理状況

の聴取と記録確認 

●中央制御室の巡視 

◎廃止措置の保安体

制に係る遵守状況 

 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

  

勤務 

時間外 

        

注記）◎：保安検査実施方針に基づく検査項目 ○：基本検査項目 ◇：抜き打ち検査項目 ●：会議/記録確認/巡視等 

   初回会議及び最終会議は３号炉の保安検査と併せて実施。 
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保安検査日程(2/3) 

月 日 号 炉 ６月５日(月) ６月６日(火) ６月７日(水) ６月８日(木) ６月９日(金) ６月１０日(土) ６月１１日(日) 

午 前 １，２   ●検査前会議 

◇原子炉の運転停止に

関する恒久的な措置

及び安全貯蔵措置の

実施状況 

 ●検査前会議 

〇運転員の確保及び巡

視等の実施状況 

  

午 後 １，２   ●廃止措置管理状況

の聴取と記録確認 

●中央制御室の巡視 

◇原子炉の運転停止に

関する恒久的な措置

及び安全貯蔵措置の

実施状況 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

 ●廃止措置管理状況

の聴取と記録確認 

●中央制御室の巡視 

〇運転員の確保及び巡

視等の実施状況 

 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

  

勤務 

時間外 

        

注記）◎：保安検査実施方針に基づく検査項目 ○：基本検査項目 ◇：抜き打ち検査項目 ●：会議/記録確認/巡視等 

   初回会議及び最終会議は３号炉の保安検査と併せて実施。 
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保安検査日程(3/3) 

月 日 号 炉 ６月１２日(月) ６月１３日(火) ６月１４日(水) ６月１５日(木) ６月１６日(金) 

午 前 １，２  ●検査前会議 

●中央制御室の巡視 

◇原子炉の運転停止に

関する恒久的な措置

及び安全貯蔵措置の

実施状況 

 

 ●検査前会議 

〇運転員の確保及び巡

視等の実施状況 

 

●検査前会議 

●廃止措置管理状況

の聴取と記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

午 後 １，２  

 

 

 

 

●廃止措置管理状況

の聴取と記録確認 

◇原子炉の運転停止に

関する恒久的な措置

及び安全貯蔵措置の

実施状況 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

 ●廃止措置管理状況

の聴取と記録確認 

●中央制御室の巡視 

〇運転員の確保及び巡

視等の実施状況 

●原子炉施設の巡視 

（１・２号：タービン建屋） 

●チーム会議 

●まとめ会議 

 

 

 

 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

●最終会議 

勤務 

時間外 

 

 

     

注記）◎：保安検査実施方針に基づく検査項目 ○：基本検査項目 ◇：抜き打ち検査項目 ●：会議/記録確認/巡視等 

   初回会議及び最終会議は３号炉の保安検査と併せて実施。 


